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令和７年度 

徳島市会計年度任用職員募集案内 

【文化財行政事務補助業務】 

 

令和８年３月２日 

徳島市教育委員会社会教育課 

 

 徳島市教育委員会社会教育課において、令和８年度に文化財行政事務補助業務に従事する会計年度任用職員

（文化財行政事務補助業務・パートタイム勤務〔６時間１５分勤務〕）の選考試験を次のとおり実施します。 

 

 

 

 

１ 受験資格 

 次の(1)から(4)までの要件を満たす人（年齢、学歴は問いません） 

(1)  埋蔵文化財発掘調査経験（５年以上）を有する人 

(2)  任用期間を通じて職務に従事できる人 

(3)  パソコン操作（CAD、イラストレーター等）ができる人 

(4)  次のいずれにも該当しない人 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の人 

② 徳島市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

③ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60 条から第 63 条までに規定

する罪を犯し、刑に処せられた人 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

※ 日本国籍を有しない人で就労が制限されている在留資格の人は採用されません。 

 

２ 試験日，試験場及び合格発表 

試験日 試験場 合格発表 

令和８年３月１３日（金曜） 

(1) 受付時間 １５時３０分から 

１５時５０分まで 

(2) 試験時間 １６時００分から 

徳島市役所５階 

５０１会議室 

令和８年３月下旬、受験者に

文書で通知します。 

 ※ あらためて試験についての案内はいたしませんのでご注意ください。試験当日は、周辺道路の混

雑防止のため、試験会場への車の乗入れは、ご遠慮ください。付近に受験者用の駐車場はありません

ので、必ず公共交通機関等を利用してください。周辺道路・商店等への駐車は固く禁止します。 

申込受付期間  令和８年３月２日（月曜）～３月６日（金曜）【必着】 

試 験 日  令和８年３月１３日（金曜） 

採用予定人員  １人 
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３ 試験の方法及び内容 

試験方法 内容 

面接試験 職務適正、対人関係能力等についての個別面接試験 

※受験にあたっての注意事項 

(1)  身体等の事情により受験の際に特に配慮の必要な方は、試験会場等の準備に必要なため、申込

書裏面の該当欄にその旨記載してください。 

 

４ 合格から採用まで 

 (1)  選考試験の結果、合格者は令和９年３月３１日までを登録期間とする合格者名簿に登載されま

す。 

 (2)  合格者名簿に登載された人のうち、成績上位の人から順に令和８年４月１日以降の採用を行い

ます。 

 (3)  合格者名簿に登載されても、必ずしも採用されるとは限りません。また、業務の必要に応じて採

用を行うため、採用時期・任用期間等は異なる可能性があります。 

 (4)  合格発表後、受験資格がないこと又は申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合、合

格を取り消すことがあります。 

 (5)  地方公務員法の規定に基づき、採用時はすべて条件付のものとし、採用後１か月を良好な成績

で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。 
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５ 受験申込手続き 

申
込
書
等
の
入
手
方
法 

徳島市ホームペ

ージから印刷 

徳島市ホームページの「職員採用情報」の「会計年度任用職員」内から

所定の様式を印刷してください。 

※ 縮小や拡大をせずにＡ４判の白紙に両面印刷すること。 

市の機関での入手 徳島市教育委員会社会教育課（市役所本館１１階） 

申 

込 

方 

法 

提 出 書 類 

申込書 

※ 申込書（両面）の必要事項を記入し（すべて自書）署名してください。

申込区分は「文化財行政事務補助業務」としてください。 

※ 写真（縦４cm×横３cm）１枚を申込書の写真欄に貼ってください。 

受 付 期 間 令和８年３月２日（月曜）～３月６日（金曜）【必着】 

提 出 先  

〒７７０－８５７１ 

徳島市徳島町幸町２丁目５番地 

徳島市教育委員会社会教育課 

提 出 方 法 

(1) 郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員（文化財行政事務補

助業務・パートタイム勤務）申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の

住所・氏名を明記の上、必ず簡易書留で郵送してください。締め切り

日までに必ず届くようにしてください。 

(2) 持参の場合は、徳島市教育委員会社会教育課へお越しください。 

 （受付時間：開庁日の８時３０分から１７時まで） 

その他 

(1) 提出された書類は、返還できません。 

(2) 受験に際して徳島市が収集する個人情報は、当該試験及び任用に関

する事務以外の目的では一切使用しません。 
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６ 勤務条件等 

任用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※ 勤務成績が良好な場合、令和９年度以降も再度任用することがあります。 

（任用初年度を含めた３年度を限度とします） 

勤 務 日 

週５日 

週休日（土曜日、日曜日）及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに１２月２９

日から翌年１月３日までは休み 

勤務時間 週３１時間１５分 原則、９時から１６時まで（休憩１２時から１２時４５分まで） 

給 与 

月額 162,640 円～（地域手当相当額を含む） 

※ 徳島市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて、給与（報酬）月額を決定

します。 

※ 今後の給与改定等の状況によって、支給額が増額することがあります。 

諸 手 当 
給与関係の条例、規則等の定めるところにより、地域手当、通勤手当、期末・勤勉手当（６

月・１２月）等が支給されます。 

休 暇 
任用期間に応じて年次有給休暇（１年間に最大２０日）を付与されます。 

その他、育児・介護等に係る休暇制度があります。 

社会保険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。 

災害補償 
公務上の災害又は通勤上の災害については、市の非常勤職員の公務災害補償制度が適用

されます。 

服 務 

地方公務員法に規定する服務の各規定が適用されます。（服務の宣誓、法令及び上司の職

務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制

限、争議行為等の禁止、営利企業等への従事等の制限） 

※ 営利企業への従事等の制限（兼業の禁止）については、パートタイム勤務のため適用

外となりますが、承認等が必要となります。 

そ の 他 
・給与支給日：毎月２０日 

・健康診断あり 

（注）採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更します。 

 

７ 問い合わせ先 

  徳島市教育委員会 社会教育課 

〒７７０－８５７１ 徳島市幸町２丁目５番地 

電話：０８８－６２１－５４１９（平日８:３０～１７:００） 


